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「盛土規制法について」

国土交通省 大臣官房参事官（宅地・盛土防災担当） 吉田 信博

 
ただいまご紹介いただきました、国土交通省の

大臣官房参事官の吉田と申します。この盛土規制

法だけを担当している参事官でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。それでは早速です

けれども、盛土規制法についてご説明等させて頂

きたいと思います。

まず、この盛土規制法のきっかけになったのは、

皆さんご承知の通り、熱海のちょうど一年前の災

害でございます。一年前の 月 日の日の大雨の

ときに災害が発生したわけですけれども、ここに

写真にあるような大きな被害が出たということで、

死者あるいは行方不明の方が 名、大変大きな被

害になったことを確認したいわけでございます。

この発生の原因は、色々今県の方で検証等して

いて、その資料が持ってきたものなのですが、森林

法でありますとか、あるいは廃棄物処理法、県の土

砂条例、そういった色々な法律がある中で、色々行

政指導を重ねていたのですが、結局処分、要するに

命令等にまでは行かなくて、今回の災害が起きて

しまったという状況になっております。元々盛土

をやっていた人たちというのはＡ社とＢ社という

ところなのですけれども、その方々からＣ氏とい

う方に土地の所有者が変更されたり、色々なこう

いう要因があって、結局上手くいかなかったとい

うことで、この直後ぐらい、 年 月に行政命

令まで処分を出そうというところまできたのです

けれども、結局それも出来ないまま崩れてしまっ

たということのようです。

これがちょうど盛土される前の状況の航空写真

で、上から撮ったものなのですけれども、ちょうど

この赤い部分が崩れてしまったところです。隣は

宅地造成等されていたようですけれども、こちら

の方はまだ何もされていない、木が切られていな

い状況です。

これが、県と市が対策を色々考え始めたときで、

もうかなり木は切られていて、このように盛土が

なされているということになっています。見て頂

ければ分かるように、あまり大した急傾斜ではな

いけれども、すごい谷だったところが谷でなくな

っていますので、その分たくさん土が盛られてい

るという状況だと分かって頂けるかと思います。

これは、先ほど言った行政処分まで行こうとい

う直前ぐらいの状況です。このような感じで、谷が

完全に埋められた状況になっていた。

これは、発災直前くらい、 日後の 月 日に災

害が発生しましたので、ちょうどその数日前の状

況ですけれども、こんな状況で、何となく安定して

いたという感じだったのですけれども、外見上そ

う見えたのですけれども、かなり水の流れがあっ

たといったようなことがあったり、それからこれ

は県の技術検討委員会の中の資料なのですけれど

も、ちょうどこれが崩れたところで、崩れたところ

の下のあたりがかなり崩壊しているというような

状況だったことが分かります。

これが詳細な調査内容の図面ですけれども、こ

れがちょうど崩れたところの盛土で、被害が発生

したのは市街地のこの辺りになります。ここに砂

防の堰堤などがある。これをもう少し模式図にし

たのが次の図で、これがちょうど先ほどの被害が

あったところで、これが砂防の堰堤があるところ。

ここで発生した土石流が、 キロ下流の市街地の方

へと向かっていったというのが、災害の発生した

ときの状況になっています。色々な規制のエリア

ですね、この土石流が発生した盛土がされていた

ところ、ここにあります通り、森林法の地域森林計

画の対象エリアになっていたり、宅造法の場合は
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宅地造成工事規制区域がこのエリアで、あとは県

土砂条例が全体にかかっていたり、そういったよ

うな状況のところで今回の土石流が発生したとい

うことになります。

今のような色々な法体系の中で、今回は熱海で

崩れてしまったわけですけれども、都市地域であ

れば宅造法でありますし、森林地域だと先ほどの

森林法関係、それから農業地域であれば農地法な

どが関係している。大体この大きな つで議論の

相当程度をカバーするわけですけれども、こうい

ったところで隙間があって、今回はこのようなこ

とになってしまったと。

これは各それぞれの法律の体系を調べたものに

なっていまして、都市地域、森林地域、農業地域な

どで、どのような法体系があって、どういう規制に

なっているのかというのをまとめた表になってい

ます。都市地域だと主なものは宅地造成等規制法

で、森林地域だと森林法で、農業地域だと農地法と

か農業振興地域整備法の農振農用地エリアという

ことになると思うのですけれども、それぞれ技術

基準もあったりとか、何を規制の対象行為にする

のかも色々用意されている。それから、盛土をした

場合の安全に関する責任の所在などもそれぞれこ

ういう規定があったりなかったりで、宅造法の場

合は土地所有者に保全の義務があったりというこ

とになっているけれども、森林法の場合ですと無

かったり、農地法の場合も無い、そういうような状

況になっているということになります。罰則につ

いても、それぞれ規定があるわけですけれども、そ

れほど重くなくて、特に条例の場合、今回問題があ

ったところに条例があったわけですけれども、 年

以下罰金 万円以下といったようなところで、

宅造法の場合ですと 年と 万円と、かなり低い

罰金だったり罰則だったりするのではないか。先

進的な事例ということで、こういった罰則関係が

かなり進んでいるのは、産業廃棄物などは 年と

か罰金 万円、法人重課だと 億円だったり

と、こういった事例があります。

そういった色々な法律だけでなくて、土砂条例

なども ぐらいあったのですけれども、それも

ぐらいは条例もなかったりということになってい

て、そういった法律とか条例とか色々ある中で、今

回の熱海の災害は起きたという状況になっていま

す。

熱海の災害を踏まえて、今回この関係府省連絡

会議と有識者会議が設置されました。内閣府をは

じめ、農水省、経産省、国土交通省、環境省、それ

から警察庁などが入って、こういったメンバーで

関係府省連絡会議が開催されまして、同時期に有

識者会議も立ち上がりまして、中井先生をはじめ、

こういった各界の方々から参加いただいた有識者

会議で検討したという形になっています。

このとき、同時に法律の中身と併せて、盛土の総

点検というのも実施されておりまして、これは国

土交通省、農林水産省、林野庁、環境省の連名で、

各都道府県にお願いしたという形になっています。

全体的にこういったエリアの所で、この①から④

の観点で総点検をしていただいたと。その結果が

これでありまして、全体で 万 ほどの盛土の

箇所を点検した結果、先ほどのちょっと課題があ

るというようなところは カ所、約 カ所

ほどこういった課題があるというのが出て参りま

して、色々応急対策等をしていただいたという状

況になっています。

先ほどの有識者会議の提言は つに分かれてい

まして、今の盛土の総点検の方、これは早期に安全

を確保する対策をやって下さいということが出て

います。もう一つ、危険な盛土の発生を抑制するた

めの仕組みということで、これに新たな制度の創

設ということが出まして、今回の盛土規制法がで

きたという状況になっています。

ここから、盛土規制法に関する説明会の中身を

説明して参ります。つい先日、公共団体向けに説明

した資料を一部使ってご説明したいと思います。

全体 時間半ぐらいで説明したものを 分ほどで

説明することになりますので、ちょっと飛ばし飛

ばしで大変恐縮ですけど、説明していきたいと思

います。中身は大きく盛土規制法そのものと、盛土

規制法で、今、技術基準等を検討する、盛土等防災

対策検討会というものが開催されておりまして、

その中身ついてと、それから今後の盛土規制法の

施行に向けた動きについて、ご説明したいと思い

ます。

最初に、盛土規制法についてです。先ほど熱海の

例が出まして、制度上この危険な盛土を全国一律

の基準で包括的に規制する法制度が必要だという

ことで、今回この盛土規制法ができました。中身自

体は、ここに書いてある宅地造成等規制法を改正

しまして、今回この法律ができたと。国土交通省と
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農林水産省が共管して、この法律を作っていると

いう形になってございます。

各知事会等からも、早くこういった法律を作っ

て欲しいという要望を受けまして、今回この法律

ができまして、なおかつ 年で施行するという、か

なり急いで法律も作って施行もする、そういう状

況になっています。

ここから盛土規制法の中身のポイントなのです

けれども、大きなポイントが つありまして、一つ

目がこの『スキマのない規制』ということでござい

ます。この絵を見ていただけば分かりますけれど

も、今、宅地造成工事規制区域は、市街地の丘陵部

辺り、ここだけが規制の対象になっていたのです

けれども、ここだけではなくて、丘陵部に加えて、

市街地の平地部も対象に入れて、なおかつ農地と

森林のエリアも含めて規制できるようにして、か

なり広いエリアで規制ができるようになった。そ

ういった法律になっています。これが『スキマのな

い規制』のまず大きな一つ目です。

二つ目です。『盛土等の安全性の確保』というこ

とで、従来宅地で設けていた安全基準、こういった

ものを宅地以外のものにも適用していく。森林で

あるとか、あるいは農地などの所についても規制

していくということであります。それから、一時的

な堆積。これは新しい概念の一つなのですけれど

も、こういったものも規制の対象としていく、とい

ったことになります。それから、工事の施工中、完

了後ということで、中間検査を新たに設けたり、完

了後の検査というのを明確に位置づけたりといっ

たことが、今回法律の中身として加わっておりま

す。

大きなポイントの三つ目で、『責任の所在の明確

化』ということで、これは大きく二つのステップに

なるのですけれども、工事の実施、施工の段階と、

それから施工後の段階。工事の施工の段階では、造

成主、それから工事の施工者、そういった方々に責

任をちゃんと取っていただくということと、施工

後については土地の所有者、それから原因行為者。

熱海の例で言えば前の土地所有者の方など、そう

いったものになるわけですけれども、そういった

原因行為者の方々に、ちゃんと責任の所在を明確

にしたという形になるものが、今回の法律の中身

になっております。

四つ目のポイントです。『実効性のある罰則』と

いうことで、最後のポイントになりますけれども、

これまでの条例、法律等から加えて、さらにかなり

高い罰金を取ることになりまして、最大で懲役 年、

罰金 万円。法人の場合、法人重科で最大 億

円、こういった中身になりました。

今の宅造法と比較して変わったところを赤くし

たものになります。土地所有者の同意が必要にな

りました。これは、盛土をする所の土地所有者全員

の同意が許可の要件として要ります。あるいは、周

辺住民への事前の周知なども、今回、説明会等を開

催するということが盛り込まれています。それか

ら、現場で標識を出して、これはちゃんと法律に則

ってやられている工事だということが分かるよう

な、そういった標識を出すということと、定期報告、

中間検査、こういったところが新しい宅造法から

改正されて加わった部分になっています。

ここから 枚は衆議院等で附帯決議で出された

中身になっています。赤字になっている所は、公共

団体向けの説明会のときに公共団体に関係ある所

を赤字にしたものですから、赤字の部分が多くな

って大変恐縮ですけれども、かなり大きな項目を

附帯決議でいただいています。政令、省令の案をで

きるだけ早く出して、予備的な調査を施行前に公

共団体に実施してもらって、施行と同時ぐらいに

早くできるように、そういったことをやってほし

いというようなことが附帯決議で出されています。

以上が法律の中身でありまして、次は『盛土等防

災対策検討会議について』です。これは、中身の技

術基準と、施行の区域をどうやってかけたらいい

のかといったことを検討している有識者会議を立

ち上げましたので、その検討状況についてご説明

したいと思います。

盛土等防災対策検討会ですけれども、二木委員

長をはじめ、こういった有識者の方に参画いただ

きまして、第 回目は 月 日に開催されました。

以後、第 回、第 回を開きまして、 月下旬の頃

に基礎調査の実施の要領案、それから技術基準の

政令の案、こういったものを公表していきたいと

思っております。さらに 月頃には、不法盛土の

対応ガイドラインを公表いたしまして、令和 年

の法律の施行までに色々なものを出していきたい、

そういう形で考えてございます。

その検討の中身、まず最初は規制区域について

です。この盛土規制法については、規制区域、大き

く二つになってございまして、『具体的には』とい
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も、こういったものも規制の対象としていく、とい

ったことになります。それから、工事の施工中、完

了後ということで、中間検査を新たに設けたり、完

了後の検査というのを明確に位置づけたりといっ

たことが、今回法律の中身として加わっておりま

す。

大きなポイントの三つ目で、『責任の所在の明確

化』ということで、これは大きく二つのステップに

なるのですけれども、工事の実施、施工の段階と、

それから施工後の段階。工事の施工の段階では、造

成主、それから工事の施工者、そういった方々に責

任をちゃんと取っていただくということと、施工

後については土地の所有者、それから原因行為者。

熱海の例で言えば前の土地所有者の方など、そう

いったものになるわけですけれども、そういった

原因行為者の方々に、ちゃんと責任の所在を明確

にしたという形になるものが、今回の法律の中身

になっております。

四つ目のポイントです。『実効性のある罰則』と

いうことで、最後のポイントになりますけれども、

これまでの条例、法律等から加えて、さらにかなり

高い罰金を取ることになりまして、最大で懲役 年、

罰金 万円。法人の場合、法人重科で最大 億

円、こういった中身になりました。

今の宅造法と比較して変わったところを赤くし

たものになります。土地所有者の同意が必要にな

りました。これは、盛土をする所の土地所有者全員

の同意が許可の要件として要ります。あるいは、周

辺住民への事前の周知なども、今回、説明会等を開

催するということが盛り込まれています。それか

ら、現場で標識を出して、これはちゃんと法律に則

ってやられている工事だということが分かるよう

な、そういった標識を出すということと、定期報告、

中間検査、こういったところが新しい宅造法から

改正されて加わった部分になっています。

ここから 枚は衆議院等で附帯決議で出された

中身になっています。赤字になっている所は、公共

団体向けの説明会のときに公共団体に関係ある所

を赤字にしたものですから、赤字の部分が多くな

って大変恐縮ですけれども、かなり大きな項目を

附帯決議でいただいています。政令、省令の案をで

きるだけ早く出して、予備的な調査を施行前に公

共団体に実施してもらって、施行と同時ぐらいに

早くできるように、そういったことをやってほし

いというようなことが附帯決議で出されています。

以上が法律の中身でありまして、次は『盛土等防

災対策検討会議について』です。これは、中身の技

術基準と、施行の区域をどうやってかけたらいい

のかといったことを検討している有識者会議を立

ち上げましたので、その検討状況についてご説明

したいと思います。

盛土等防災対策検討会ですけれども、二木委員

長をはじめ、こういった有識者の方に参画いただ

きまして、第 回目は 月 日に開催されました。

以後、第 回、第 回を開きまして、 月下旬の頃

に基礎調査の実施の要領案、それから技術基準の

政令の案、こういったものを公表していきたいと

思っております。さらに 月頃には、不法盛土の

対応ガイドラインを公表いたしまして、令和 年

の法律の施行までに色々なものを出していきたい、

そういう形で考えてございます。

その検討の中身、まず最初は規制区域について

です。この盛土規制法については、規制区域、大き

く二つになってございまして、『具体的には』とい

 

う所に書いてございますけれども、一つは市街地

や集落、人家がまとまって存在している所。こうい

ったところで直接危害を及ぼしうるエリア。こう

いった所については宅地造成等工事規制区域を指

定するという形にしてございます。もう一つ、市街

地とか集落から離れているものの、地形等の条件

から盛土等がされれば、人家等に危害を及ぼしう

るエリア。こういった市街地とか集落からちょっ

と離れた所。これを特定盛土等規制区域というも

のに指定をする。この二つの状況になってござい

ます。

まず最初の、宅地造成等工事規制区域の対象区

域の方です。これは、市街地の中です。市街地に近

い所、あるいは集落に近い所、こういった所を指定

するものになってございます。いずれの区域に該

当するところということで、都市計画区域、準都市

計画区域、あるいはそういった開発関係の区域、集

落の区域ですとか、そういったものを要件として、

この宅地造成等規制区域の対象区域という形にし

てございます。

あと、蓋然性がある区域です。盛土等に伴い、災

害が発生する蓋然性のある区域であること。これ

はかなり公共団体の方からも色々なご質問を頂い

たのですが、これは端的に言えば、道路がなくて、

全然盛土をされることがないような所、そういっ

た所を除くといった趣旨でありますので、ほぼ、普

通の市街地であればこれに当たらないということ

になりますので、全域を蓋然性のある区域だとい

うことで考えていただければと思います。

それから、集落の区域です。これも公共団体の方

から、かなり具体的なことで、どれぐらいあったら

集落と言えるのかというのを示してほしいという

話もあったのですけれども、なかなかそういう集

落の規模数を明確に出したものはないということ

がありますので、基本的には各公共団体の中でご

議論いただければと思うのですけれども、集落、

色々な法律の中では、 戸だとか 戸だとか、色々

なものがあるようなので、そういったものを参考

に、各公共団体で何戸かというのを指定して運用

していくということになるのではないかと思って

おります。

近接、隣接も色々、もうちょっと明確にして欲し

いと。これはどういう意味かというと、どれぐらい

で直接家屋とかに盛土が崩れて到達し得るのかと

いう距離になりますので、それも色々、多分、地形

の状況とかで変わり得るし、土質によっても変わ

るかもしれません。そういったところで変わると

思いますので、 とか とか、色々な目安の数

字を出していますけれども、この目安の数字を出

して、また各公共団体でご議論いただくというこ

とになるのだと思います。

宅地造成等工事規制区域については、今言った、

都計区域だとか準都計みたいなものをベースにし

て、さらに集落の区域なども加えて、エリアを抽出

していくということになると思います。

それから、もう一つのエリア。市街地からちょっ

と遠いパターンの方です。特定盛土等規制区域の

対象区域の方ですけれども、これについては市街

地からちょっと離れた所ということなのですけれ

ども、これに書いてあります、盛土等が崩落して、

土石流になって渓流等を流下するようなことを想

定したエリア。そういったものを中心に、地域を指

定していくということになります。過去に大きな

災害が発生した地域なども入れたりして、エリア

を決定していく。蓋然性の話がありますけど、これ

も先ほどと同じでありまして、ほとんど道路がな

いようなそういった所であれば、蓋然性がないと

いうことで外すという形になります。

最初の土石流化する想定、考え方です。盛土が崩

落して、土石流になって渓流を流下して、保全する

集落とか、そういったものに被害を及ぼすのを、ど

ういうふうに考えるのかということで、色々なパ

ターンを出しています。このような、文章で明確な

数字を出していないのですけれども、一定勾配以

上で流下する渓流で、この一定勾配というのは大

体 度以上で流下する渓流で、さらに上流の流域

面積が、これも一定以下と書いてありますけども、

平方キロメートル以下みたいな形で、大体そうい

うパターンであれば、こういった所に盛土がされ

たときに流下して、土石流化して、保全すべきもの

に被害が及ぶような想定をしています。そういっ

た一定の方向を示して、こういったエリアを指定

していくということを今考えております。

もう一つ、このエリアのときに大きな問題とい

うか、考えなければならないところは、保全対象を

何にするかというところが、各公共団体でも大き

く考えなければ駄目なところだと思っております。

基本的には、人の命を守るというのが、今回の法律

の一番の大事なところですので、人の命を守ると

いう観点で、どういったものを保全対象としてい
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くのかということで、ここに保全対象の定義を書

いていますけれども、人が住んでる、活動するよう

な人家とか施設がある所、それからそういった往

来する蓋然性の高い道路とか公共施設、その他必

要があるものといった感じにしています。特にこ

の宅地造成等工事規制区域の方は、市街地ですか

ら、ほとんどすぐ保全する対象にすべきものばか

り周りにあると思いますので、こちらの方はそれ

ほど議論はないかもしれませんけれども、特定盛

土等規制区域の方は、これに書いていますように、

人が居住し、活動を日常的に行う蓋然性の高い人

家とか施設、あるいは往来する蓋然性の高い道路

とか公共施設、こういったものとか、さらにその他

ということで、人命を守るため保全する必要のあ

るものということで、検討会の中では色々、農地と

かそういったものを含めて考えるべきではないか

といったこともありますので、そういったものを

どこまで含めればいいのかというのが議論になる

と思います。これも一番下に書いていますけれど

も、どこまで想定するかというのは、基本的には地

域の実情に応じて、都道府県において判断して頂

くということになるのではないかと思っておりま

す。

特定盛土等規制区域の指定につきましては、今

話したように、先ほども言った、保全する土地の区

域の選定、何を保全するのかといったことを決め

て、次に一定勾配、 度以上の渓流で、流域面積が

平方キロとか、そういったことを設定したりとい

ったようなことで、エリアの設定をして決めてい

くというふうに考えております。

次は『技術基準』。盛土の中身の技術基準の検討

の状況です。技術基準の考え方ということで、従来、

宅地だけだったところから、今回、森林であるとか、

あるいは農地といったものも入れるということに

なりましたので、そういった森林の有する特性と

かそういったものを入れて、技術基準を検討して

いくといったことを今考えてございます。

大きくどの辺が変わるかということなのですけ

れども、土地の形式の変更、普通の恒久的盛土の場

合の方では、基本的には崖面以外の傾斜地、これが

普通の宅地だとこういうのはあまりないのですけ

れども、林の中の開発等々であればこういったも

のが生じるということで、崖面以外の傾斜地をど

うやって浸食防止するのかという技術基準を新た

に設定する、といったようなことを考えておりま

す。それから、土石の一時堆積については全く新し

い話なので、これは完全に追加をして、今やってい

るという形なります。現在のところ、宅地造成等工

事規制区域と、それから、特定盛土等規制区域の中

で、技術基準的には同じにしていこうと考えてい

ます。

それから、土石の一時堆積の技術基準です。これ

は、今回初めてこういった土石の一時堆積という

のが出てきましたので、それをどうするかという

ところで、この技術基準を今検討し始めたところ

です。この土石の一時堆積というのは、この下に書

いてありますけれども、一定期間を経過した後に

搬出することを前提とした、土石流を堆積する行

為ということを意味しますので、一番多いのは、ス

トックヤードみたいな、そういったものを検討し

ていただければと思うのですけれども、そういっ

たものについてどういう技術基準でやっていくの

かというのを、今検討しているところです。その状

況なのですけれども、こういったような一時的に

土を盛るようなものに対して、どういう規制をし

ていくのか、技術基準を適用していくのかという

のを検討しています。これ、数字が入っていないの

ですけれども、例えば今検討しているのは、この盛

土の高さに対して、この保安帯については 倍の

高さ、 の 倍の にしたらどうかみたいなとこ

ろですとか、あるいはこの高さを メートル以下

にするのであれば、ここは 度以下で、その場合

は、保安帯がこの高さと同じだけでいいとか、そう

いったような検討を今しているところでございま

す。

それから、宅地造成等工事規制区域とか特定盛

土、規制区域の場合は、どういったものが許可対象

になるのかというのも、この検討会の中で議論し

ておりまして、基本的には、宅地造成等規制法の許

可対象と、こちらの宅地造成等工事規制区域と同

じにしていこう、ということを考えております。具

体的には、ここに参考で出ていますけれども、今の

宅地造成等規制法の許可対象が、切土で メート

ル崖面が生ずるもの、盛土で高さが メートルを

超える崖があるようなもの、あるいは盛土、切土で

あれば、両方併せて メートルの崖を生ずるもの、

あるいは全体の面積として 平米超といったよ

うなものが、今の宅地造成等規制法の許可対象に

なっているのですけれども、それをそのまま、この

新しい法律の宅地造成等工事規制区域の規制の中
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といったこともありますので、そういったものを
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たものについてどういう技術基準でやっていくの

かというのを、今検討しているところです。その状

況なのですけれども、こういったような一時的に

土を盛るようなものに対して、どういう規制をし

ていくのか、技術基準を適用していくのかという

のを検討しています。これ、数字が入っていないの

ですけれども、例えば今検討しているのは、この盛

土の高さに対して、この保安帯については 倍の

高さ、 の 倍の にしたらどうかみたいなとこ

ろですとか、あるいはこの高さを メートル以下

にするのであれば、ここは 度以下で、その場合

は、保安帯がこの高さと同じだけでいいとか、そう

いったような検討を今しているところでございま

す。

それから、宅地造成等工事規制区域とか特定盛

土、規制区域の場合は、どういったものが許可対象

になるのかというのも、この検討会の中で議論し

ておりまして、基本的には、宅地造成等規制法の許

可対象と、こちらの宅地造成等工事規制区域と同

じにしていこう、ということを考えております。具

体的には、ここに参考で出ていますけれども、今の

宅地造成等規制法の許可対象が、切土で メート

ル崖面が生ずるもの、盛土で高さが メートルを

超える崖があるようなもの、あるいは盛土、切土で

あれば、両方併せて メートルの崖を生ずるもの、

あるいは全体の面積として 平米超といったよ

うなものが、今の宅地造成等規制法の許可対象に

なっているのですけれども、それをそのまま、この
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身として、規模として使ったらどうかということ

を考えています。特定盛土の方は、それより若干大

きくしまして、これが メートル、これが メー

トル、これも メートル、これが 平米、そう

いった、ちょっと大きめのものを規制の対象とす

るといったことで、今検討を進めている状況です。

この他にも新しく、宅地ではないといったところ

で、傾斜、崖面がずっと連続してるような、そうい

ったものについても、規制の対象のエリア、規模を

定めようと、そういったことも、今検討を併せてし

ているところです。

それから、今回新しく加わった中間検査です。中

間検査につきましては、どの工程で中間検査をす

るかというのを今検討していまして、重要なのが、

この排水施設の整備が一番大事だということであ

りますので、この排水施設の段階で中間検査をし

て、検査した後、次の工事のステップに進める、そ

ういった形にするということを、今検討してござ

います。

次、『既存盛土の調査について』です。これは区

域指定等に併せて、既存の盛土をどうやって調査

するのかといったようなことも、併せてガイダン

スで出して、既存盛土調査もぜひ公共団体にして

いただこうということで考えております。基礎調

査の中で、この既存盛土調査をやっていただくと

いうことになるわけですけれども、おおむね 年

ごとに基礎調査を実施するということになってお

ります。その中で、既存盛土の分布ですとか、ある

いはその盛土が行われた土地の安全性に関する情

報、こういったところについて調査をしていただ

く、といったようなことを考えているところでご

ざいます。

これは既存盛土対応の全体像ですけれども、ま

ず、既存盛土の分布調査をしていただいて、どうい

った所に既存盛土があるのかというのを把握して

いただいて、その次に、応急対策の必要性があるか

どうかといったようなものを判断した上で、必要

性があるといったところについては、基本的には

原因者、あるいはその所有者の方にこういったこ

とを考えていただく、といったことになりますで

しょうし、応急対策がすぐには必然ないといった

場合は、色々な安全性の優先度調査とかそういっ

たものをして、詳細調査などにも進んだ上で、さら

に必要なものについては、所有者、原因者の方に

色々やっていただく。そういったような流れを考

えております。

既存盛土を、色々な形で、どうやって調査するか

というのを、今一生懸命色々考えているところで

す。基本的には机上でやっていただこうと思って

いますので、机上でやる場合も色々、制度とお金の

兼ね合いになっていますので、どの程度の精度で

どの程度のお金かけてやっていくのかということ

を中でも検討していまして、それに合わせてガイ

ドライン等の中でも出していきたいと思っており

ます。どこまで遡るかも若干議論になっていまし

て、基本的には画像解析のデータが得られるとこ

ろまで遡ってやっていきましょうということで、

一番古いものだと戦後の空中写真といったような

ところになると思いますし、比較的新しいのであ

れば、こういった 差分の解析のデータですと

か、あるいは衛星光学解析、 年代ぐらいから

あるようですけれども、こういったところから実

際の対象にしていただくと。そういったようなこ

とを考えております。

それから、盛土が行われた土地の安全性に関す

る調査の方ですけれども、これは実際、総点検をや

ったときと同じになるのですけれども、今の法律

に基づいて、ちゃんと許可とか届出手続きがされ

てるのかどうかといったことと、今もその中身が

変わらないのかどうかといったことですとか、ち

ゃんと技術基準的なものが守られているかどうか

といったことと、廃棄物が投棄されていないかど

うか、こういったことを見ていくというふうにな

ると思います。目視等で問題があれば、その安全性

に関する優先度について検討して、安全対策につ

いて実施していく。そういった形になります。

これは、そういった中身を簡単なフローにまと

めたものなのですけれども、色々なフローの結果、

ちゃんと詳細に調査をさらに進めないと駄目なも

の、経過観察をしていくといったものと、そういっ

た必要のないもの、こういったものに分けて、既存

盛土についての安全性の優先度調査などをしてい

くといったことを今考えております。

次、最後です。この盛土規制法の施行に向けた動

きについてご説明させていただきたいと思います。

今説明したような色々な技術基準ですとか、色々

な区域指定の要領などについては、先ほどちょっ

と説明しましたけれども、 月までに案を出したい

と思っています。基本方針の案ですとか、その技術
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基準に書いてある政令の中身、それから基礎調査

の実施要領。これが規制区域指定のための調査、実

施要領、この部分について。それから、規制区域の

指定の要領。こういったところを、この 月まで

に、先ほどの検討会で議論した結果を出して、ある

程度の案をお示ししたいと思っています。ちょっ

と遅れて、不法盛土への対処方針のガイドライン。

これも 月までぐらいには、ある程度案をつくっ

て、これもお示しをしていきたと考えております。

その他、それらを運用するマニュアルなども付け

加えまして、法の施行日まで、最長で来年の 月

日ですけども、来年の 月 日までに、こうい

った一連のものを出して、法律がうまく運用でき

るようにということでやっていきたいと思ってい

ます。

そのために今、先ほど言った 月までに、色々な

基本方針とか、実施要領の案とか、区域指定のやり

方なども出たものを出しますので、その前後ぐら

いから、できれば各県で基礎調査等をやっていた

だいて、来年の 月 日に施行を迎えますので、

その段階で規制区域がいくつかの県あるいはいく

つかの市で指定できるようなことができないかと

いうことで考えておりまして、そのために必要な

予算は、国費補助率 分の ですけれども用意し

ておりますので、こういったお金をあてて、この秋

ぐらいに、もしやるというところが出たらぜひ応

援してやっていきたいと思っていますので、そう

いったつもりで一生懸命、今この辺りの作業をで

きるような実践材料を揃えているというところで

す。

それから、土砂条例。これは今 の県で持って

いますので、そういった土砂条例を持っている所

と、盛土規制法の関係などを整理したものになり

ます。土砂条例の場合は、災害の防止だけではなく

て、色々な目的を持っているというものになりま

す。盛土規制法の場合、災害の防止というのが大き

な、一つだけの目的になっていますので、それ以外

の目的を持った土砂条例は多いですから、そうい

ったところと共存していくというような形になる

と思っております。この辺もどうやっていくかは、

具体的にはまたご相談いただければと思いますの

で、どういう形でやっていくのか、もしご疑問があ

ればご相談いただければと思っております。

それから、この盛土規制法は、運営の体制という

か窓口というか、どうやっていくのかがすごく大

事だと思っています。こういうふうにワンストッ

プの窓口を設ける、要するに各公共団体、県とか政

令市、中核市とかで、ワンストップのこういった窓

口を設けるパターンとか、あるいは新たな組織を

立ち上げる例といったような、こういったものが

すごく大事だと思っております。特にこういう残

土というか、土砂条例などを持っている部署と、そ

れから宅造を持っている部署、それから通常の土

木とか農林水産関係の部署、そういったところが

連携してやっていくということがすごく大事だと

思います。新しく組織をつくって、立ち上げてやっ

ていくという方法もありますでしょうし、あるい

はこういうふうに、もう少し緩く、ワンストップの

窓口を設けた上で、そうした部署が支えていく、そ

ういった方法もあるかと思いますので、そういっ

た方法で色々検討しながらやっていただくという

ことが大事だと思います。その際、警察とか、廃棄

物担当部署。これがすごく大事だと思っています

ので、こういった廃棄物担当部署や警察などとも

連携を取りながらやっていくということがすごく

大事だというふうに思っております。

これは、その中の一つの事例で、静岡県でこんな

新しい組織で既に動いているという一例でござい

ます。静岡県の場合ですと、盛土対策課というのが

できまして、盛土対策班の中に土木だけではなく

て、林業、農業土木、行政の 名が入ったりといっ

たようなことと、それから、この盛土監視機動班。

こちらの方に警察の方も入ったりといった形で組

織をつくりまして、そういったところと各県の土

木事務所の出先機関などと連携をして運営体制を

しているということのようです。盛り土 番な

どというのも作って、実際の連携した運営をワン

ストップ窓口としてやっていると。こういった例

なども今出ています。

これが最後になりますけれども、先ほどの総点

検したものにつきましては、こういった宅地耐震

化推進事業という、従来のものを拡充したという

ことと、それから盛土緊急対策事業。これは新しく

創設したわけですけれども、こういった事業を新

しく充実させまして、補助率が 分の とか 分

の という形で、安全な盛土にするといったもの

について国も支援するという形で事業ができまし

て、今順次推進していただいているところです。こ

れは引き続きまた来年以降もやっていきたいと思

っていますので、よろしくお願いしたいと思いま
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基準に書いてある政令の中身、それから基礎調査

の実施要領。これが規制区域指定のための調査、実

施要領、この部分について。それから、規制区域の

指定の要領。こういったところを、この 月まで

に、先ほどの検討会で議論した結果を出して、ある

程度の案をお示ししたいと思っています。ちょっ

と遅れて、不法盛土への対処方針のガイドライン。

これも 月までぐらいには、ある程度案をつくっ

て、これもお示しをしていきたと考えております。

その他、それらを運用するマニュアルなども付け

加えまして、法の施行日まで、最長で来年の 月

日ですけども、来年の 月 日までに、こうい

った一連のものを出して、法律がうまく運用でき

るようにということでやっていきたいと思ってい

ます。

そのために今、先ほど言った 月までに、色々な

基本方針とか、実施要領の案とか、区域指定のやり

方なども出たものを出しますので、その前後ぐら

いから、できれば各県で基礎調査等をやっていた

だいて、来年の 月 日に施行を迎えますので、

その段階で規制区域がいくつかの県あるいはいく

つかの市で指定できるようなことができないかと

いうことで考えておりまして、そのために必要な

予算は、国費補助率 分の ですけれども用意し

ておりますので、こういったお金をあてて、この秋

ぐらいに、もしやるというところが出たらぜひ応

援してやっていきたいと思っていますので、そう

いったつもりで一生懸命、今この辺りの作業をで

きるような実践材料を揃えているというところで

す。

それから、土砂条例。これは今 の県で持って

いますので、そういった土砂条例を持っている所

と、盛土規制法の関係などを整理したものになり

ます。土砂条例の場合は、災害の防止だけではなく

て、色々な目的を持っているというものになりま

す。盛土規制法の場合、災害の防止というのが大き

な、一つだけの目的になっていますので、それ以外

の目的を持った土砂条例は多いですから、そうい

ったところと共存していくというような形になる

と思っております。この辺もどうやっていくかは、

具体的にはまたご相談いただければと思いますの

で、どういう形でやっていくのか、もしご疑問があ

ればご相談いただければと思っております。

それから、この盛土規制法は、運営の体制という

か窓口というか、どうやっていくのかがすごく大

事だと思っています。こういうふうにワンストッ

プの窓口を設ける、要するに各公共団体、県とか政

令市、中核市とかで、ワンストップのこういった窓

口を設けるパターンとか、あるいは新たな組織を

立ち上げる例といったような、こういったものが

すごく大事だと思っております。特にこういう残

土というか、土砂条例などを持っている部署と、そ

れから宅造を持っている部署、それから通常の土

木とか農林水産関係の部署、そういったところが

連携してやっていくということがすごく大事だと

思います。新しく組織をつくって、立ち上げてやっ

ていくという方法もありますでしょうし、あるい

はこういうふうに、もう少し緩く、ワンストップの

窓口を設けた上で、そうした部署が支えていく、そ

ういった方法もあるかと思いますので、そういっ

た方法で色々検討しながらやっていただくという

ことが大事だと思います。その際、警察とか、廃棄

物担当部署。これがすごく大事だと思っています

ので、こういった廃棄物担当部署や警察などとも

連携を取りながらやっていくということがすごく

大事だというふうに思っております。

これは、その中の一つの事例で、静岡県でこんな

新しい組織で既に動いているという一例でござい

ます。静岡県の場合ですと、盛土対策課というのが

できまして、盛土対策班の中に土木だけではなく

て、林業、農業土木、行政の 名が入ったりといっ

たようなことと、それから、この盛土監視機動班。

こちらの方に警察の方も入ったりといった形で組

織をつくりまして、そういったところと各県の土

木事務所の出先機関などと連携をして運営体制を

しているということのようです。盛り土 番な

どというのも作って、実際の連携した運営をワン

ストップ窓口としてやっていると。こういった例

なども今出ています。

これが最後になりますけれども、先ほどの総点

検したものにつきましては、こういった宅地耐震

化推進事業という、従来のものを拡充したという

ことと、それから盛土緊急対策事業。これは新しく

創設したわけですけれども、こういった事業を新

しく充実させまして、補助率が 分の とか 分

の という形で、安全な盛土にするといったもの

について国も支援するという形で事業ができまし

て、今順次推進していただいているところです。こ

れは引き続きまた来年以降もやっていきたいと思

っていますので、よろしくお願いしたいと思いま

 

す。

大変駆け足になってしまいましたけれども、私

からの説明は以上でして、あとは質問いただいて、

それに答える形で色々また中身を説明したいと思

います。どうぞよろしくお願いします。
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